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市民ホールの管理運営等について 

 

１ 市民ホールの設置条例等について 

(1) 条例案の骨子について 

ア 名称 

   小田原市民ホール 

 イ 開館時間 

    午前９時から午後10時までとする。 

  ウ 休館日 

   毎月第１及び第３月曜日（休日に当たるときは、その翌日）。 

エ 使用料 

   諸室、貸出時間の区分ごとに、使用料を定める。 

オ 減免 

   規則で定めて、減額、免除をすることができることとする。 

（2）スケジュールについて 

 令和元年10月～ 骨子案について意見募集 

 令和２年２月  条例案の上程 

 令和３年３月  建設工事完了 

９月  開館 

 

２ 市民ホールの使用料について 

平成30年４月に策定した本市の第２次行政改革実行計画における受益者負担の

在り方に関する基本方針に基づき、次のとおり算定した。 

 (1) 原価に算入する経費（年間）について 

原 価 

区  分 金 額 

人件費（直接従事する職員数12人） 93,540千円 

物件費（需用費、委託料等） 177,496千円 

合  計 271,036千円 

 

 (2) 使用料の算定について 

    (1)原価（271,036千円）に面積・貸出時間・稼働率等を勘案して、諸室ごと

の原価を求め、その額に受益者負担割合(50％）を乗じて市民ホールの使用料

を算定した。 

その算定結果と、周辺類似施設、市民会館の使用料を次のとおり比較した。 
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（日・休日の全日利用の場合） 

 区 分 市民ホール算定結果 県内類似施設平均 市民会館 

大ホール 
客席数 使用料 客席数 使用料 客席数 使用料 

1,103席 219,700円 1,224席 138,242円 1,098席 76,000円 

小ホール 
客席数 使用料 客席数 使用料 客席数 使用料 

296 席 45,900 円 300 席 33,356円 300席 26,000円 

展示室 
面積 使用料 面積 使用料 面積 使用料 

235.0 ㎡ 16,900 円 237.1 ㎡ 15,070円 174.0 ㎡ 11,500円 

スタジオ 
面積 使用料 面積 使用料 面積 使用料 

126.0 ㎡ 12,600 円 144.7 ㎡ 14,913円  ‐ ‐ 

練習室 
面積 使用料 面積 使用料 面積 使用料 

28.1 ㎡ 4,600 円 26.5 ㎡ 3,700円  ‐ ‐ 

＊ 県内類似施設平均について          

大ホールは13施設(1,000～1,499席)、小ホールは11施設(200～399席)、展示室は６施設 

(200～399㎡)、スタジオは６施設(100～199㎡)、練習室は７施設(30㎡未満)の平均である。 

 

 (3) 基本使用料について 

   県内類似施設平均から、展示室・スタジオ・練習室は、(2)市民ホール算定結

果どおりとするが、大・小ホールは、使用料に算入する対象面積を限定し、次

のとおりとする。 

市民ホール基本使用料（日・休日の全日利用の場合） 

大ホール １４４，８００円 

小ホール ４１，３００円 

 

 (4) 使用料の加算等について 

市民会館と同様、入場料等を徴収する場合や商品の展示即売をする場合は、

使用料を加算する。一方、大ホールは、使用料に算入する減免対象でない場

合、平日の練習利用など目的に応じた負担軽減制度を新設する。 

 

３ 市民ホールの減免制度について 

  市民会館と同様、市の主催事業等は減免することとするが、現在の減免制度を

一部見直し、市が個別に審査し認定する団体等の文化事業を減免対象とする。 

 

４ 市民会館の閉館時期について 

  令和３年（2021年）７月末を予定。（ピアノの利用は同年３月末まで。） 
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史跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁のクスノキについて 
 

１ 概 要  

平成２９年度の本丸・二の丸整備事業の一環として、平成３０年２月に緑の専門家の指導のもと、史

跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁上のクスノキ２９本のうち１３本を伐採し、その根を処理するために

切株に薬剤を注入した。 

残った１６本のクスノキについて、剪定等は実施しなかったが、同年４月上旬、そのうちの一部（９

本）に、葉が茶色く変色し、落葉するなどの異変があることを確認した。 

専門家の見解によると、施工時には想定できなかったが、切株の根が隣接するクスノキの根と地中で

癒着していて、切株に注入した薬剤の影響を受けて枯れたのではないかとのことであった。そこで、同

年４月下旬に、クスノキの樹勢を回復するための処置を至急行った。 

このことは、平成３０年４月１８日の厚生文教常任委員会において、「史跡小田原城跡御用米曲輪北

東土塁上のクスノキの異変について」として報告を行った。 

 

２ その後の経緯 

日  時 内   容 

平成３０年４月１９日（木） 

         ～４月２３日（月） 

専門家による指導により、造園業者が、枯れ枝の剪定、樹幹への

緑化テープ巻き、幹や根に栄養剤や液体肥料の散布などの処置を行

った。 

      ５月  ２日（水） 

７月２４日（火） 

平成３１年１月１８日（金） 

 

専門家による現地確認・経過観察。 

        

          ４月  ８日（月） 

令和元年 ７月 ５日（金） 
  専門家による現地確認・現状判断・植栽管理指導。        

   

３ 現 状（専門家の判断） 

   樹勢の回復については、１年たった状況を確認しないと判断ができないとの専門家の見解に基づき、

以降、定期的に経過観察を続けてきたが、残った１６本のクスノキのうち、異変のあった９本のクスノ

キの状況は、１年以上経っても状況が大きく変わらず、新たに２本に枯れの兆候がみられることとなっ

た。 

そこで、平成３１年４月８日及び令和元年７月５日、専門家によりクスノキの状況確認を行ってもら

ったところ、枯れの見られるクスノキ１１本について６本を伐採、５本を剪定との指導があった。 

 

【御用米曲輪北東土塁のクスノキの状況（写真のとおり）】 

  

４ 今後の対応 

  令和元年度の御用米曲輪の修景整備は、北東土塁のクスノキの整理、土盛り、生垣の設置工事を予定

している。 

令和２年度に予定している北東土塁整備完成後には、土塁上の蔵跡の平面表示などにより、蔵の大き

さや、その歴史的な価値を来訪者に体験的に学んでいただきたいと考えており、その来訪者の安全確保

のため、今年度の御用米曲輪修景整備工事の中で、北東土塁上の危険なクスノキは、樹木医の指導のと

おり伐採・剪定する。 

これにより北東土塁には、１０本のクスノキが残る見込みである。 
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   ＥＳＣＯ事業を活用したかもめ図書館熱源設備等改修事業   

   について 

 

１ 経緯 

  かもめ図書館の熱源設備は、開館以来２５年にわたり稼働してきたが、近年、冷暖

房機能の低下とともに、老朽化に伴う故障や不具合が発生しており、改修が必要とな

っているため、ESCO 事業を活用し、熱源設備等の省エネルギー改修を行い、環境負

荷の低減と光熱水費の削減を図るものである。 

 

※ESCO（Energy Service COmpany（エネルギー・サービス・カンパニー）の略称）事業 

工場やビルの省エネルギー改修を行う設備の設計・施工、運転・維持管理、資金

調達などのサービスの提供を通じて得られる省エネルギー効果を ESCO 事業者が保

証する事業である。 

 

２ 事業概要 

  本事業は、かもめ図書館の熱源設備や照明器具等の省エネルギー改修に伴う設計・

施工、運転管理及び維持管理等に関する提案を事業者から受け、その中から最適な事

業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により実施するものである。 

  なお、熱源設備等改修事業の改修イメージ図は資料３-１のとおりである。 

(1) 事業内容 

ア 熱源設備、照明器具等の省エネルギー改修に伴う設計、施工業務（令和２年度） 

イ 省エネルギー改修設備の運転管理及び維持管理業務（令和３年度～12 年度） 

ウ 光熱水費の削減保証と省エネルギー効果を把握するための計測、検証業務  

                         （令和３年度～12 年度） 

(2) 事業期間 

契約締結日から令和 13 年（2031 年）３月 31 日まで（11 年間） 

(3) 契約方式 

   シェアード・セイビングス契約（民間資金活用型）  

   ※ESCO事業者が初期費用の資金を調達し、市は初期投資の返済分とESCOサービス

料をESCO事業者に支払うため、財政支出の平準化が図れるものである。また、

事業者の持つノウハウによって、効率的かつ効果的に省エネルギー化が実施さ

れる。 

資料３ 
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(4) 事業費 

事業費は、事業者の提案によるものとするが、設備改修に係る費用及び維持管理

費用等の総額とし、国庫補助金（「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」）

の活用を図り、歳出の抑制や平準化を図る。  

  【参考】 

    既存熱源設備の改修に係る概算費用    約 260,000 千円 

    既存熱源設備の維持管理費用（年間）   約  5,540 千円 

(5) 事業者の選定方法 

  ア 事業者は、公募型プロポーザル方式によって選定する。  

イ 市職員による選定委員会を設置し、選定委員会において、優先交渉事業者を選

定する（設備の専門家をアドバイザーとして設置する。）。  

ウ 事業者の選定にあたっては、実施体制、環境配慮、地域貢献、経済性等を評価

する。 

  エ 事業者の財務状況については、税理士に評価を依頼する。  

(6) スケジュール 

   ＜令和元年度＞ 

10 月上旬   第１回選定委員会 

10 月中旬   事業者の公募開始 

12 月中旬   提案書の受付締切 

12 月中旬   提案審査（選定委員会におけるプレゼンテーション） 

12 月中旬   第２回選定委員会（優先交渉事業者の選定） 

３月     令和２年度当初予算に計上予定 

   ＜令和２年度＞ 

    ５月     国庫補助申請 

    ８月     補助金交付決定後、事業者との契約締結  

 

 



　 ＥＳＣＯ事業を活用したかもめ図書館熱源設備等改修事業　改修イメージ図

新しい中央監視機能は既設の監視機能に加え、エネマネ（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）対応とすることで

・熱源、空調の省エネルギー効果を検証・確認

・エネルギー可視化、分析でさらなる省エネの推進

・電力デマンド制御によるピーク負荷の低減を実現する

既設の中央監視機能

・各設備の遠隔操作（運転・停止） 　 

・各設備の警報監視

・空調温湿度設定及び監視

参考資料３-１

　吸収式冷温水発生機　２基
空調熱源

機器構成

　中央監視機能

現行システム

改修イメージ

　パターン１（現行システムの更新） パターン２

使用エネルギー 　電気、ガス 　電気

　空調熱源

  システム

　空冷ヒートポンプチラー　1台
　　　　　　　（４モジュール）

CT-1-1冷却塔

15kW

ＣＨ－１－１

7.5kW

15kW

ガス吸収式冷温水発生機（120ＲＴ）

ガス吸収式冷温水発生機（120ＲＴ）

ＣＨ－１－２

7.5kW

空調用冷温水

（空調機へ）

空調用冷温水

（空調機より）

CT-1-2冷却塔

空調用冷温水

（空調機より）

Ｒ－１－４

空調用冷温水

（空調機へ）

Ｒ－１－２

Ｒ－１－１

Ｒ－１－３

空冷ヒートポンプチラー（50馬力×4：180RT相当）

ガス吸収式冷温水発生機（120ＲＴ）

ガス吸収式冷温水発生機（120ＲＴ）

ＣＨ－１－１

ＣＨ－１－２

7.5kW

7.5kW

空調用冷温水

（空調機へ）
空調用冷温水

（空調機より）

15kW

15kW

CT-1-1冷却塔

CT-1-2冷却塔



 

 

小規模保育事業Ａ型設置運営事業者の選考結果について 

今年度の待機児童対策の取組として、近年申込が増加している３歳未満の低年齢児の保

育の受け皿確保に向けて、豊川地区において小規模保育事業設置運営事業者の公募を実施

し選考を行った。 

 

１ 公募期間及び応募件数 

（１）公募期間 令和元年５月８日（火）から６月 27 日（木）まで 

（２）応募件数 ５件（株式会社３件、特定非営利活動法人１件、一般社団法人１件） 

（３）審査項目 基本理念・応募動機 ／ 経営の安定性 ／ 計画の妥当性 

事業の運営方針（保育内容、職員配置等）／ その他 

２ 選考結果 

（１）設置運営事業者 

ア 特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア 

イ 法人代表者 太田 祥子 

ウ 法人所在地 横浜市旭区さちが丘３－４ 

（２）選 定 理 由  明確な保育理念を有し、正規職員の割合の大きい職員配置を基に、

地域との密接な連携・協力などによる開かれた保育所運営を目指して

おり、質が高く安定した施設運営が見込まれる。 

（３）施設所在地 小田原市成田644-7ほか 

（４）施設規模等 鉄骨造平屋建 延床面積173.56㎡ 

（５）定 員 19人（０歳児３人／１歳児８人／２歳児８人） 

（６）開 所 予 定 令和２年４月１日 

（７）連 携 施 設 豊川保育園 

３ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中ノ町公園 

八反田公園 
豊川保育園 

県道穴部・国府津線 

国
道
２
５
５
号 豊川保育園 

駐車場 
朝ドレファーミ 
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有料化の検討範囲 

市立病院駐車場の有料化について 

１ 目的 

  市立病院に自動車で来院する利用者の円滑な受診を図ることとするほか、駐車場入庫待

ちによる県道74号の混雑緩和等にも寄与することを目的として駐車場の有料化を行う。 

２ 入庫待ちの状況                                  

駐車可能台数 発生日数 時間帯 台数（ピーク時） 

272台 

外来診療日244日のうち、 

駐車場入庫待ち日数  176日 

（県道まで延伸日数     76日） 

午前 9時頃から 

午前10時頃まで 

ロータリー内   30台 

県道上の 

右折待ち 約10台 

左折待ち 約20台 

３ 駐車場の有料化及び運営の方法 

  行政財産の貸付の方法により行うものとし、公募により選定した駐車場運営事業者が設

備の設置や駐車料金の徴収などの運営を行うこととする。 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和元年10月～  

令和元年11月～  

令和元年12月～  

令和２年４月～  

有料化方針の利用者及び市民への周知 

運営事業者募集 

運営事業者の選定、利用方法の利用者及び市民への周知 

駐車場の有料化の開始 

【有料化する駐車場の位置図】 

県
道
74
号 

（平成 30 年度調査） 

ロータリー 

駐車場 

駐車場 
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市立病院で起きた職員の横領等の事案後の再発防止策について 

 

１ 事案の概要 

市立病院の事務職員が、平成 26 年４月１日から平成 31 年２月 27 日までの間に、市

立病院の名義で購入した物品等の一部をインターネットオークションで売却等をし、

平成 31 年２月 27 日付で懲戒免職処分となった。 

２ 物品購入の流れ 

 

 

 

 

 

       ※ 「納品」は、請求部署に直接納める場合もある。 

３ 再発防止策 

対策前の状態 再発防止策 

当該職員に備消品の管理を５年間、継続

して担当させた。 

定期的に担当替えを実施し、業務の共有

化を図ることとした。 

(1) 各部署からの請求伝票の受領、発

注・納品確認・払出しまで、一担当者

だけで処理する体制であった。 

(2) 支出負担行為伺票は担当者が起案

し、係長、課長で決裁した。 

(1) 発注した物品の請求伝票や発注書を

執務室で集中管理とした。 

(2) 職員全員が物品の納品確認ができる

ようにした。 

(3) 支出負担行為伺票を副担当及び他係

の係長にも回議することとした。 

在庫管理をしている物品の定期的な棚卸

しがされず、チェック体制が整っていな

かった。 

原則として在庫を持たず、各部署からの

物品請求後に発注することとした。 

10 万円未満の物品は、消耗品として台帳

管理をしていなかった。 

３万円以上の物品は、管理番号を付し、

物品管理台帳で管理を行うこととした。 

４ 懲戒処分後の対応状況 

区  分 内    容 

損 害 へ の 対 応 

市立病院が損害を受けた物品 1065 点、607 万 5762 円について、

債権の執行を保全するため、令和元年６月 25 日に当該職員の銀

行口座の仮差押を行い、同年９月２日に損害賠償請求の訴えを

提起した。 

犯罪行為への対応 小田原警察署に、告訴・告発相談を行っている。 
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新病院建設事業について 

１ 基本計画策定等支援業務委託 

(1) 進捗状況 

令和元年６月 28 日 新病院建設事業基本計画策定等支援業務委託事業者

選定委員会において、公募型プロポーザル実施要項等

を審査し、承認を得る。 

令和元年７月３日 実施要項等の公表・募集開始 

令和元年７月 19 日 参加表明のあった４者の書類（企業及び配置予定技術

者の実績等）を審査し、得点の高い３者を選定 

令和元年８月 17 日 業務提案書をヒアリング審査し、優先交渉権者を選定 

令和元年９月５日 優先交渉権者と契約 

(2) 委託事業者の概要 

会 社 名 株式会社山下ＰＭＣ 

設 立 1997 年 12 月 

所 在 地 東京都中央区明石町 8‐1 聖路加タワー29 階 

資 本 金 5,000 万円  

社 員 数 168 名 

資 格 者 人 数 一級建築士 105 名 ほか 

主な類似業務 

の実績 

・筑波大学附属病院改修工事基本計画策定・発注者支援

業務（高度急性期等/800 床） 

・地方独立行政法人さんむ医療センター建替整備基本計

画策定支援業務（急性期等/312 床） 

・海老名総合病院再整備事業基本計画策定支援業務 

（高度急性期等/479 床） 

(3) 契約内容 

契約期間 令和元年９月５日から令和３年９月 30 日まで 

基本計画書（案） 令和２年８月まで 

要求水準書（案） 令和３年２月まで 

契約金額（税込） 78,870 千円 

 

２ 市民への説明等の状況 

令和元年７月３日 小田原市立病院ホームページのメニューに、「新病院建

設事業」を追加 

令和元年８月 17 日 

及び 20 日 

市立病院周辺地域の住民を対象に、「新病院建設事業」

の進捗状況等を説明 

 

資料７ 



 

 

 

令和元年度 

教育委員会事務の点検・評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 8月 

小田原市教育委員会 
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１ 平成 30 年度教育委員会の活動 

 

（１）教育委員 

    

教 育 長  教育長職務代理者 委 員  委 員  委 員  

栢 沼 行 雄 和 田 重 宏 萩 原  美 由 紀 吉 田 眞 理 森 本 浩 司 

 

H25．10．1～ 

  R2．9．30 

 

H20．10．1～ 

  R2．9．30 

 

H23．10．5～ 

R1．10．4 

 

Ｈ26．10．1～ 

 R4．9．30 

 

H28．10．1～ 

R3．9．30 

 

（２）平成 30 年度定例会案件

平成30年４月 23日定例会 

○小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて 

○小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えにつ

いて 

○平成 31年度使用教科用図書の採択方針について 

○学校運営協議会設置校の指定について 

○学校運営協議会委員の任命について 

○事務の臨時代理の報告（小田原市教育委員会職員職 

名規則の一部を改正する規則）について     

○事務の臨時代理の報告（小田原市教育委員会事務決

裁規程の一部を改正する規程）について 

【報告事項】 

○市議会３月定例会・予算特別委員会の概要について       

○平成 29年度下半期寄付採納状況について            

○教育委員会職員の公務災害の状況について             

○史跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁のクスノキの異

変について 

 

平成30年５月 22日定例会 

○小田原市図書館協議会委員の一部任命替えについて  

○小田原市立学校文書管理規則の一部を改正する規則  

について 

○学校教育法施行細則の一部を改正する規則について   

○小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を 

改正する規則について                                     

 

 

○小田原市役所支所設置条例を廃止する等の条例に関

する意見の申出について【非公開】 

○平成 30年６月補正予算に関する意見の申出につい 

て【非公開】 

【報告事項】 

○青少年の体験交流事業等について                                  

○小田原市社会教育委員会議提言書について                         

○給食費の口座引落しについて                                     

○学校閉庁日の実施について 

 

平成30年６月 26日定例会 

○史跡小田原城跡調査・整備委員会への諮問について

○小田原市就学支援委員会の委嘱について     

○小田原市立中学校に係る部活動の方針の策定につい 

 て 

【報告事項】 

○学校施設のブロック塀の状況について 

 

平成30年７月 24日定例会 

○小田原市立中学校に係る部活動の方針の策定につい

て(継続審議) 

○小田原市社会教育委員の委嘱について          

○特別支援学級用教科用図書（一般図書）の採択につ

いて 

○平成31年度使用教科用図書の採択について 
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【報告事項】 

○市議会６月定例会の概要について 

 

平成30年８月 28日定例会 

○小田原市図書館協議会教育委員の任命について      

○平成 30年度教育委員会事務の点検・評価について 

○事務の臨時代理の報告（平成30年９月補正予算）に

ついて 

【協議事項】 

○小学校及び中学校における空調設備等について【非

公開】 

【報告事項】 

○図書館の運営について【非公開】 

 

平成30年 9月 25日定例会 

○事務の臨時代理の報告（平成30年９月補正予算）に

ついて 

【報告事項】 

○史跡小田原城跡保存活用計画策定について               

○特別支援学級で使用する一般図書について 

 

平成30年 10月 23日定例会 

【協議事項】 

○（仮称）おだわら子ども教育支援センターについて

【非公開】 

【報告事項】 

○市議会９月定例会・決算特別委員会の概要について             

○平成30年度全国学力・学習状況調査の結果について 

【その他】 

○平成 30年度教育委員会事務の点検・評価後の状況 

について 

 

平成30年 11月 27日定例会 

○事務の臨時代理の報告（平成30年 12月補正予算）

について 

○市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）に同

意することについて【非公開】 

【協議事項】 

○小田原市図書館の運営等について【非公開】 

【報告事項】 

○学校施設のブロック塀の再点検の結果について                   

○平成 31年度公立幼稚園新入園児応募状況について 

【その他】 

○平成 30年度教育委員会事務の点検・評価後の状況に

ついて 

 

平成30年 12月 21日定例会 

○平成 31年度 教育指導の重点について 

【その他】 

○平成 30年度教育委員会事務の点検・評価後の状況に

ついて 

 

平成31年１月 28日定例会 

○平成 31年度全国学力・学習状況調査の参加につい  

 て 

○事務の臨時代理の報告（小田原市常勤の特別職職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例）につい

て 

○市議会定例会提出議案（平成31年度予算案）に同意

することについて 【非公開】                 

○市議会定例会提出議案（小田原市図書館条例の一部

を改正する等の条例）に同意することについて【非

公開】             

○市議会定例会提出議案（小田原市附属機関設置条例

の一部を改正する条例）に同意することについて

【非公開】 

○市議会定例会提出議案（平成31年３月補正予算案）

に同意することについて【非公開】                               

○市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）に同

意することについて【非公開】（追加） 

【協議事項】 

○小田原市公立幼稚園・保育所の今後のあり方につい

て（追加） 

【報告事項】 

○学期制検討の経過について                                      

○不登校重大事態発生に伴う諮問について                          

○市議会 12月定例会の概要について 
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平成31年２月 22日定例会 

○小田原市指定重要文化財について                                

○小田原市図書館運営方針について                                    

○小田原市生涯学習センター条例施行規則の一部を改  

正する規則について                                                                            

○小田原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行

に関する規則の一部を改正する規則について                

○学校教育法施行細則の一部を改正する規則について 

○小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規

則の一部を改正する規則について                           

○小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一

部を改正する規則について 

○校長及び教頭の人事異動の内申について【非公開】 

【協議事項】 

○小田原市公立幼稚園・保育所の今後のあり方につい 

 て 

【報告事項】 

○平成 30年度全国体力・運動能力習慣等調査結果につ

いて 

【その他】 

○平成 30年度教育委員会事務の点検・評価後の状況に

ついて 

 

平成31年３月 19日定例会 

○小田原市図書館運営方針について（継続審議）            

○史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱につい

て 

○小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に

関する規則の一部を改正する規則について                  

○小田原市教育長に対する事務委任等に関する規則の

一部を改正する規則について                   

○公立幼稚園の基本方針について                 

○事務の臨時代理の報告（平成31年３月補正予算（追

加議案））について 

○教育委員会職員の人事異動について【非公開】 

【その他】 

○平成 30年度教育委員会事務の点検・評価後の状況に

ついて 

 

（３）平成30年度総合教育会議案件 

 

平成 30年８月３日 

○今後の学校施設整備の考え方について 

○就学前教育・保育のあり方について 

○その他 

 

平成31年２月 12日 

○小田原市公立幼稚園・保育所の今後のあり方につい

て 

○その他 

 



活動内容

平成30年 4月12日 神奈川県市町村教育委員会連合会役員会・総会・意見交換会

4月24日 西湘地区教育委員会連合会役員会

5月30日 西湘地区教育委員会連合会総会

6月25日 学校訪問

7月2日 学校訪問

7月5日 学校訪問

7月10日 教育委員会事務の点検・評価

7月12日 学校訪問

7月13日 学校訪問

7月27日 教育委員会事務の点検・評価

8月3日 総合教育会議

8月9日 神奈川県市町村教育委員会連合会役員会

8月23日 教育講演会

8月27日 西湘地区教育委員会連合会役員会

10月10日 神奈川県市町村教育委員会連合会研修会

11月14日 西湘地区教育委員会連合会研修視察

平成31年 2月12日 総合教育会議

3月11日 中学校卒業式

3月15日 幼稚園卒園式

3月20日 小学校卒業式

（４）会議等への出席状況

日付

－ 4 －
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２ 令和元年度教育委員会事務の点検・評価 

 

教育委員会の組織や運営に関し基本的事項を定めている法律（地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 26 条）に基づき、各自治体の教育委員会は毎年、教育行政事務の管理執行状況につ

いて自己点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに

公表することとなっている。 

令和元年度教育委員会事務の点検･評価ヒアリングに当たっては、小田原市学校教育振興基本計

画（平成 30 年度～令和４年度）に基づく９の重点方針に沿って各事務事業を整理し実施した。 

 

（１）目的 

 本市教育行政事務の実施状況について検証を行うことにより、課題や今後の方向性を明らかに

し、効果的な教育行政の推進を図っていくため、教育委員会の事務事業の点検・評価を行う。 

また、その結果を市議会に提出し公表することにより、市民への説明責任を果たす。 

 

（２）点検・評価の実施方法 

 ア 各所管課で自己点検・評価を行う（事務事業評価で実施した評価等を活用）とともに、前

年度の点検・評価での主な意見への対応状況を整理する。 

  イ 教育長及び教育委員が点検・評価ヒアリング対象事業を選定する。 

  ウ 教育長、教育委員及び学識経験者を点検・評価者として、所管課に対しヒアリングを行

う。 

  エ 教育委員会定例会において、点検・評価報告書案を審議し、議決する。 

オ 点検・評価の結果を市議会に提出し公表する。 

カ 点検・評価における点検・評価者からの主要な意見に対する考え方や対応状況を、随時、

教育委員会定例会に報告する。 

 

（３）学識経験者 

  点検・評価を実施するに当たり、次の学識経験者の知見を活用した。 

   重松克也氏（横浜国立大学教育学部教授） 

津曲 浩氏（小田原市ＰＴＡ連絡協議会長） 

   露木幹也氏（小田原市事業協会主事長） 

 

（４）ヒアリング日程等 

  ア 日時 令和元年７月 26日（金）午後１時 30 分から午後８時 30 分まで 

イ 場所 市役所 全員協議会室（３階） 

ウ 学識経験者    重松氏 

           津曲氏 

         露木氏【コーディネーター】 

エ 教育委員会    栢沼教育長、和田委員、萩原委員、吉田委員、森本委員 
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（５）選定事業 

教育委員会が所管する全事務事業（104 件）の中から、小田原市学校教育振興基本計画の９の

重点方針ごとに各１事業を選定することとした。 

事業の選定は、所管が作成した事務事業評価表及び前年の評価後の状況を踏まえて、教育長

及び教育委員の関心の高い事業とした。 

９の重点方針           

１ 学ぶ力       ２ 豊かな心         ３ 健やかな体 

４ 生活力       ５ 家庭教育         ６ 就学前教育 

７ 学校教育      ８ コミュニティ・スクール  ９ 教育施設環境 

 

ア 外国語教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育指導課（ 9ページ） 

  イ いじめ防止対策推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・教育指導課・教育総務課（11 ページ） 

 ウ 食育啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学校安全課（13ページ） 

 エ 防災教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育指導課（15ページ） 

  オ 家庭学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育指導課（17 ページ） 

 カ 公立幼稚園教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・教育指導課（19ページ） 

キ 特別支援相談・通級指導教室充実事業・・・・・・・・・・・教育指導課（21ページ） 

ク 放課後子ども教室推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・教育総務課（23ページ） 

ケ 学校施設維持・管理事業（小学校・中学校・幼稚園）・・・・学校安全課（25ページ） 
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３ 事務の点検・評価結果 

 

（１）ヒアリング結果について 

ヒアリング結果は、今後の方向性として「継続実施」「見直し・改善（拡大）」「見直し・

改善（縮小）」「廃止・休止」のうち１つを点検・評価者が選択することとした。 

また、今後の方向性については多数決による決定はせず、各々の選択者数を表記している。 

 

 



項目 重点方針 事務事業 ページ

ア 学ぶ力 外国語教育推進事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

３人
５人
０人
０人

９ページ

イ 豊かな心 いじめ防止対策推進事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

５人
３人
０人
０人

１１ページ

ウ 健やかな体 食育啓発事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

３人
４人
１人
０人

１３ページ

エ 生活力 防災教育事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

４人
４人
０人
０人

１５ページ

オ 家庭教育 家庭学習の推進

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

１人
６人
０人
１人

１７ページ

カ 就学前教育 公立幼稚園教育推進事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

４人
２人
２人
０人

１９ページ

キ 学校教育 特別支援相談・通級指導教室充実事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

５人
３人
０人
０人

２１ページ

ク コミュニティ・スクール 放課後子ども教室推進事業

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

３人
５人
０人
０人

２３ページ

２５ページ
（小学校）

２６ページ
（中学校）

２７ページ
（幼稚園）

（２）点検・評価ヒアリング結果一覧

ケ

継  続  実  施
見直し ・ 改善（拡大）
見直し ・ 改善（縮小）

廃 止 ・ 休 止

５人
３人
０人
０人

今後の方向性

学校施設維持・管理事業教育施設環境
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ア 事務事業名

　学ぶ力 担当課 教育指導課

H30決算額(千円) 28,544 うち一般財源（千円） 28,544事業コスト

事業概要と成果（事業目的、内容、評価対象年度の主な成果）
【事業目的】
　国際理解教育と外国語教育を推進するため、小中学校に６名の外国語指導助手（ＡＬＴ）と10名の小
学校英語専科非常勤講師を配置し、外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的
にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。

【実施内容】
　ＡＬＴについては、市内の小中学校を６つのグループに分け、各グループに１名配置し、授業を行っ
た。小学校英語専科非常勤講師については、移行期間措置として増えた15時間分の授業を行った。

【成果（実績）】
　平成30年度は、学校規模に応じて、小学校へは27日～45日、中学校へは12日～28日、ＡＬＴを配置し
た。小学校英語専科非常勤講師については、小学校の規模に応じて、15日～23日配置した。

妥当性・有効性（市
がやるべき理由、目
的に対する事業自体
の有効性）

学校教育振興基本計画上の９の重点方針

　外国語教育の充実及び国際理解教育の推進を図るとともに、子供の外国語に対
する興味・関心を高め、コミュニケーション能力の育成を図るために、ＡＬＴの
配置が求められる。しかしながら、国や県から配置はないため、市で配置してい
く必要がある。

外国語教育推進事業

評価・振り返り・今後の方向性

効率性(費用対効
果)・その他改善を
図った点

指摘事項に対する具
体的な取組内容

　児童生徒が外国語や外国の文化をより身近なものに捉えられるようになった。
英語表現を日常的に使う姿が見られるようになった。

―

―

　小学校外国語教科化に備えて、ＡＬＴ等の配置日数が適切かどうか、また増加
する授業時間数への対応等を検討していく。

　継続実施

今後の事業展開

今後の方向性

前年度点検・評価対象事業欄

前年度点検・評価に
おける指摘事項
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・

・

・

・

・

・

継続実施３人　　見直し・改善（拡大）５人　　見直し・改善（縮小）０人　　廃止・休止０人

ネイティブでない言語圏の方でも、英語を自由に話せる人を登用し、その先生の背景にある文化も
含めた外国語・文化を学ぶ時間になると良い。

今後の方向性

今年、ラグビーオーストラリア代表選手の訪問があったが、外国語を使うスポーツ選手やミュージ
シャンなどが学校を訪問して授業をしてくれるなど、英語を使う人と触れ合い実際に使える場面が
できると良い。

かつての英語教育は、テストで評価のしやすい授業形態であったと思うが、実際に役に立つ英語を
身に付けるための評価方法に変えられないか。

外国語・外国文化への柔軟な対応が求められる時代にあって、教育の果たす役割は期待大であり、
より充実を図ってほしい。

点検・評価者からの主な意見
予算の問題はあると思うが、初等英語科を教えられる人材が充足して来るまで、できる限り小学校
英語専科非常勤講師やＡＬＴを活用して現場の先生の負担を無くしてほしい。

子供たちには、ＡＬＴ自身の生き方や暮らす姿勢などからも学びを感じ取ってもらうことで、ＡＬ
Ｔが関わる意味が英語教育や国際理解以上のものになる。
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イ 事務事業名

　豊かな心 担当課 教育指導課・教育総務課

H30決算額(千円) 432 うち一般財源（千円） 432事業コスト

事業概要と成果（事業目的、内容、評価対象年度の主な成果）
　いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした「小田原市いじめ防止基
本方針」に基づき、学校が行ういじめ防止対策を支援するとともに、「小田原市いじめ問題対策連絡
会」を開催し、家庭、地域および関係機関との更なる連携を図っている。
　また、「小田原市いじめ防止対策調査会」においては、医師、弁護士、臨床心理士、学識経験者、社
会福祉士により、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処のために講ずる対策の実効性の向上、重大
事態が発生した場合の調査審議を行っている。

　平成25年度に制定されたいじめ防止対策推進法の規定により、市町村にいじめ
対策が義務付けられている。

学校教育振興基本計画上の９の重点方針

いじめ防止対策推進事業

前年度点検・評価に
おける指摘事項

評価・振り返り・今後の方向性

妥当性・有効性（市
がやるべき理由、目
的に対する事業自体
の有効性）

効率性(費用対効
果)・その他改善を
図った点

指摘事項に対する具
体的な取組内容

今後の方向性

―

　いじめの認知について、周知をすすめてきた結果、学校はいじめを積極的に認
知していこうという考え方に変わってきている。

―

前年度点検・評価対象欄

　継続実施

今後の事業展開 　継続実施予定
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・

・

・

・

・

・

・

・

いじめ予防の観点には親支援も必要である。
点検・評価者からの主な意見

継続実施５人　　見直し・改善（拡大）３人　　見直し・改善（縮小）０人　　廃止・休止０人

今後の方向性

いじめをする子の家庭も支援を求めている場合がある。その家庭の何がうまくいなかくて子供がフ
ラストレーションを抱えているか、親が考えられるような支援が必要

子供のうちから、トラブルがあった時にどうやって関係を修復していくかという学びをしていくこ
とが大事である。

一律の基準によって、言葉や行為を禁止することでいじめ予防とすることは、子供同士の関わりを
消極的にすることにもなる。先生は大変だが適切なタイミングで子供同士の関係をつなげたり通訳
的な役割を担って欲しい。

根絶は難しいが、啓発活動を通じて深刻化させないことを望む。

子供たちの考えが、トラブルを避けて表面的な人間関係の構築だけできればよいということになら
ないよう、予防も大切だが、大きなトラブルにならないくらいのところで解決する力が大事。そし
てそれは学校だけではできないことである。

一方的な抑止教育では限界がある。

いじめ問題の対応を学校や教育委員会だけに負わせるのは無理がある。学校でできない分野や親支
援の観点として、いじめ問題対策連絡会の機能強化を望む。
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